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衆
議
院
議
員
照
屋
寛
徳
君
提
出
米
軍
普
天
間
飛
行
場
及
び
嘉
手
納
飛
行
場
の
運
用
時
間
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁

書

一
、
二
及
び
四
か
ら
九
ま
で
に
つ
い
て

嘉
手
納
飛
行
場
及
び
普
天
間
飛
行
場
に
お
け
る
飛
行
時
間
の
規
制
等
を
含
む
航
空
機
騒
音
規
制
措
置
に
関
し
て
は
、
平
成

八
年
三
月
二
十
八
日
に
開
催
さ
れ
た
、
日
本
国
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
の
間
の
相
互
協
力
及
び
安
全
保
障
条
約
第
六
条
に
基

づ
く
施
設
及
び
区
域
並
び
に
日
本
国
に
お
け
る
合
衆
国
軍
隊
の
地
位
に
関
す
る
協
定
（
昭
和
三
十
五
年
条
約
第
七
号
。
以
下

「
日
米
地
位
協
定
」
と
い
う
。
）
第
二
十
五
条
�
の
規
定
に
基
づ
き
設
置
さ
れ
た
合
同
委
員
会
に
お
い
て
、
「
二
二
〇
〇
〜

〇
六
〇
〇
の
間
の
飛
行
及
び
地
上
で
の
活
動
は
、
米
国
の
運
用
上
の
所
要
の
た
め
に
必
要
と
考
え
ら
れ
る
も
の
に
制
限
さ
れ

る
。
夜
間
訓
練
飛
行
は
、
在
日
米
軍
に
与
え
ら
れ
た
任
務
を
達
成
し
、
又
は
飛
行
要
員
の
練
度
を
維
持
す
る
た
め
に
必
要
な

最
小
限
に
制
限
さ
れ
る
。
部
隊
司
令
官
は
、
で
き
る
限
り
早
く
夜
間
の
飛
行
を
終
了
さ
せ
る
よ
う
最
大
限
の
努
力
を
払
う
。

」
、
「
日
曜
日
の
訓
練
飛
行
は
差
控
え
、
任
務
の
所
要
を
満
た
す
た
め
に
必
要
と
考
え
ら
れ
る
も
の
に
制
限
さ
れ
る
。
慰
霊

の
日
の
よ
う
な
周
辺
地
域
社
会
に
と
っ
て
特
別
に
意
義
の
あ
る
日
に
つ
い
て
は
、
訓
練
飛
行
を
最
小
限
に
す
る
よ
う
配
慮
す

る
。
」
等
に
つ
い
て
合
意
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
嘉
手
納
飛
行
場
及
び
普
天
間
飛
行
場
に
係
る
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
軍
隊
の

一



運
用
に
つ
い
て
は
、
日
米
地
位
協
定
及
び
上
記
の
航
空
機
騒
音
規
制
措
置
に
基
づ
き
、
適
切
に
行
わ
れ
て
い
る
と
認
識
し
て

い
る
。

御
指
摘
の
「
Ａ
Ｉ
Ｍ－

Ｊ
」
に
つ
い
て
は
、
社
団
法
人
日
本
航
空
機
操
縦
士
協
会
に
よ
り
、
航
空
機
の
運
航
に
関
す
る
基

本
情
報
を
広
く
航
空
関
係
者
に
普
及
さ
せ
、
航
空
の
安
全
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
発
行
さ
れ
て
い
る
も
の
と
承
知

し
て
い
る
が
、
「
Ａ
Ｉ
Ｍ－

Ｊ
」
に
記
載
さ
れ
て
い
る
米
軍
施
設
の
運
用
時
間
が
、
具
体
的
に
何
を
意
味
し
て
お
り
、
ま
た
、

い
か
な
る
情
報
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
か
等
に
つ
い
て
承
知
し
て
い
な
い
。

三
に
つ
い
て

お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
二
〇
〇
六
年
六
月
改
訂
版
に
お
い
て
、
二
〇
〇
九
年
一
二
月
改
訂
版
と
同
様
の
記
載
内
容
に
変
更

さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
承
知
し
て
い
る
。

二


